
別紙２

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達新旧対照表

（注）アンダーラインを付した部分は改正部分である。以下同じ。

改 正 後 改 正 前

別冊 別冊

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達

第２編 酒税法関係 第２編 酒税法関係

第４条 品目等 第４条 品目等

第１項関係 第１項関係

１ 「発泡性を有する雑酒」の取扱い １ 「発泡性を有する雑酒」の取扱い

法第４条第１項に規定する「発泡性を有する雑酒」と 法第４条第１項に規定する「発泡性を有する雑酒」と

は、温度せっ氏２０度の時におけるガス圧が ４９ｋＰａ（キ は、温度せっ氏２０度の時におけるガス圧が１平方センチ

ロパスカル）以上の炭酸ガスを含有する雑酒をいうこと メートル当たり０　５キログラム以上の炭酸ガスを含有す

ことに取り扱う。 る雑酒をいうことに取り扱う。

なお、法定計量単位としてはＮ ｍ（ニュートン毎平方

メートル）、 ｂａｒ（バ－ル）及びａｔｍ（アトム）も認め

られていることから、当該単位を使用した場合及び従来

使用していた法定計量単位ｋｇｆｃｍ（重量キログラム毎

平方センチメートル）との換算を行う場合については、

次のとおりである。

（圧力の換算関係）

単位 ｋｇｆ　ｃｍ Ｐａ（Ｎ／ｍ） ｂａｒ ａｔｍ

１ ９.８０６６５×１０４ ９.８０６６５×１０－１９.６７８４１×１０－１

圧力 １.０１９７２×１０－５ １ １×１０－５ ９.８６９２３×１０－６

１.０１９７２ １×１０５ １ ９.８６９２３×１０－１

１.０３３２３ １.０１３２５×１０５ １.０１３２５ １

（注） ビ－ル、シャンパン及びサイダ－の温度せっ氏 （注） ビ－ル、シャンパン及びサイダ－の温度せっ氏

２０度の時におけるガス圧は、おおむね次のとおり ２０度の時におけるガス圧は、おおむね次のとおり

である。 である。

ビ － ル ビ － ル

シャンパン シャンパン

サイダ－ サイダ－

第２項関係 第２項関係

１ ガス入り酒類として取扱わないもの １ ガス入り酒類として取扱わないもの

温度せっ氏２０度の時におけるガス圧が４９ｋＰａ未満の 温度せっ氏２０度の時におけるガス圧が１平方センチ

酒類は、酒類に炭酸ガスを加えた酒類として取り扱わ メートル当たり０．５キログラム未満の酒類は、酒類に

ない。 炭酸ガスを加えた酒類として取り扱わない。

２～３ 省略 ２～３ 同左

第２２条 課税標準及び税率 第２２条 課税標準及び税率

第１項関係 第１項関係

１～３ 省略 １～３ 同左

第２項関係 第２項関係

１ 「発泡性を有する酒類」の取扱い １ 「発泡性を有する酒類」の取扱い

法第２２条《課税標準及び税率》第２項について規定す 法第２２条《課税標準及び税率》第２項について規定す

る「発泡性を有する酒類」とは、温度せっ氏２０度の時に る「発泡性を有する酒類」とは、温度せっ氏２０度の時に

おけるガス圧が、４９ｋＰａ以上の炭酸ガスを含有する酒類 おけるガス圧が、１平方センチメートル当たり０　５キロ

をいうことに取り扱う。 グラム以上の炭酸ガスを含有する酒類をいうことに取り

扱う。
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改 正 後 改 正 前

第３０条の２ 移出に係る酒類についての課税標準及び税額の 第 条の２ 移出に係る酒類についての課税標準及び税額の

の申告 の申告

第１項、第２項及び第３項関係 第１項、第２項及び第３項関係

１～９ 省略 １～９ 同左

１０ 容量２リットル以下のびん詰品の容量の取扱い １０ 容量２リットル以下のびん詰品の容量の取扱い

容量２リットル以下のびんに詰口する酒類の容量の決 容量２リットル以下のびんに詰口する酒類の容量の決

定は、同一形態の容器１００本につき詰口された酒類又は 定は、同一形態の容器１００本につき詰口された酒類又は

水の容量（容器の王冠部から液面までの空間の長さ（以 水の容量（容器の王冠部から液面までの空間の長さ（以

下「空積深」という。）を一定とした場合の容量）を重 下「空積深」という。）を一定とした場合の容量）を重

量により測定して１本当りの平均容量を算出（１本当り 量により測定して１本当りの平均容量を算出（１本当り

の平均容量はミリリットル位にとどめることとし、１ミ の平均容量はミリリットル位にとどめることとし、１ミ

リリットル未満の端数があるときは、その端数は切捨て リリットル未満の端数があるときは、その端数は切捨て

る。）し、その平均容量をもって当該容器に詰口した酒 る。）し、その平均容量をもって当該容器に詰口した酒

類の容量とする方法によるものとする。ただし、次表の 類の容量とする方法によるものとする。ただし、次表の

「びんの詰量等区分」欄に掲げる容器で、「入味線」欄 「びんの詰量等区分」欄に掲げる容器で、「入味線」欄

に掲げる入味の深さ又は空積深まで酒類を詰口する場合 に掲げる入味の深さ又は空積深まで酒類を詰口する場合

においては、当該容器に詰口した酒類の容量は、次表の においては、当該容器に詰口した酒類の容量は、次表の

「統一充てん数量」欄に掲げる数量とする。 「統一充てん数量」欄に掲げる数量とする。

（注）酒類又は水の数量を重量に換算するときは、酒類 （注）酒類又は水の数量を重量に換算するときは、酒類

については８に定めるところにより行うこととし、 については８に定めるところにより行うこととし、

水については１リットルを１キログラムとして取り 水については１リットルを１キログラムとして取り

扱う。 扱う。

３０

入 味 線

統一充て 計量法に定め

び ん の 詰 量 等 区 分 入味から

ん 数 量 る様式番号

外 底 部

mm mm mlmm mm ml

１８０mlびん（徳利型 びん） １１７ ３０ １８０ １５

１８０mlびん（だ円形ポケット びん） １１８ ３５ １８０ １６

３００mlびん（普通型 びん） １８６ ６０ ３００ ２１、２２

３４４mlびん（肩張又はなで肩型 びん） １８１ ６０ ３４４ ２３、２４

３４４mlびん（新型 びん） １４０.５ ５０ ３４４ ２５

３６０mlびん（スタッピー型 びん） １６３ ５０ ３６０ ２９

５００mlびん（なで肩型 びん） １９０ ６５ ５００ ３２、３３

５５０mlびん（ぶどう酒型 びん） ２２５ ５５ ５５０ ３６

６００mlびん（しょうちゅう６００ びん） ２２９ ５５ ６００ ３７

６００mlびん（しょうちゅう６００ びん） ２１４.５ ５９.５ ６００ ３８

６３３mlびん（ びん） ２１９ ７０ ６３３ ４０、４１、４３

６４０mlびん（しょうちゅう６４０ びん） ２３２ ５５ ６４０ ４４

７２０mlびん（普通型 びん） ２２７ ７０ ７２０ ４５、４６

９００mlびん（普通型 びん） ２２９.５ ５９.５ ９００ ４８

９００mlびん（普通型 びん） ２２７ ５５ ９００ ４９

９００mlびん（変型 びん） ２２２.５ ９００ ５０

１,０００mlびん（普通型（ネジ口） びん） ２４０ ７２ １,０００ ５１

１,８００mlびん（ びん） ２９１ １０４ １,８００ ５２

入 味 線

統一充て 計量法に定め

び ん の 詰 量 等 区 分 入味から

空積深 空積深ん 数 量 る様式番号

外 底 部

１８０mlびん（徳利型 びん） １１７ ３０ １８０ １５

１８０mlびん（だ円形ポケット びん） １１８ ３５ １８０ １６

３００mlびん（普通型 びん） １８６ ６０ ３００ ２１、２２

３４４mlびん（肩張又はなで肩型 びん） 181 ６０ ３４４ ２３、２３の２、２４

３４４mlびん（新型 びん） １４０.５ ５０ ３４４ ２５

３６０mlびん（スタッピー型 びん） １６３ ５０ ３６０ ２９

５００mlびん（なで肩型 びん） １９０ ６５ ５００ ３２、３２の２、３３

５５０mlびん（ぶどう酒型 びん） ２２５ ５５ ５５０ ３６

６００mlびん（しょうちゅう６００ びん） ２２９ ５５ ６００ ３７

６００mlびん（しょうちゅう６００ びん） ２１４.５ ５９.５ ６００ ３８

６３３mlびん（ びん） ２１９ ７０ ６３３ ４０、４１、４３

６４０mlびん（しょうちゅう６４０ びん） ２３２ ５５ ６４０ ４４

７２０mlびん（普通型 びん） ２２７ ７０ ７２０ ４５、４６

９００mlびん（普通型 びん） ２２９.５ ５９.５ ９００ ４８

９００mlびん（普通型 びん） ２２７ ５５ ９００ ４９

９００mlびん（変型 びん） ２２２.５ ５３.８ ９００ ５０

１,０００mlびん（普通型（ネジ口） びん） ２４０ ７２ １,０００ ５１

１,８００mlびん びん） ２９１ １０４ １,８００ ５２
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改 正 後 改 正 前

第４７条 申告義務 第４７条 申告義務

第１項関係 第１項関係

１～２ 省略 １～２ 同左

３ 容器の容量の測定要領の制定 ３ 容器の容量の測定要領の制定

(1)～(4)省略 (1)～(4)同左

(5)その他 (5)その他

イ～ハ 省略 イ～ハ 同左

ニ 容器の容量の測定に使用する流量計は、次の （イ） ニ 容器の容量の測定に使用する流量計は、次の （イ）

及び （ロ）に掲げる要件を具備したものとし、その使 及び （ロ）に掲げる要件を具備したものとし、その使

用に当たっては、次の（ハ）及び（ニ）に掲げる事項に留 用に当たっては、次の（ハ）及び（ニ）に掲げる事項に留

意するよう製造者に説明すること。 意するよう製造者に説明すること。

（イ） 測定した数量の累積数量を表示する指示機構 （イ） 測定した数量の累積数量を表示する指示機構

（以下「積算計」という。）を有し、積算計の最 （以下「積算計」という。）を有し、積算計の最

小目盛の単位が１リットル以下のもの 小目盛の単位が１リットル以下のもの

（ロ） 使用当初及びその後５年に１回以上、４〈酒類 （ロ） 使用当初及びその後５年に１回以上、４〈酒類

の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の

取扱い〉の(2)のハ〈器差試験の方法等〉に定める 取扱い〉の(2)のハ〈器差試験の方法等〉に定める

ところにより器差試験を行ったもの ところにより器差試験を行ったもの

（ハ） 流量計ごとに定められている流量（常用流量と （ハ） 流量計ごとに定められている流量（常用流量と

呼んでおり、通常１時間当たりのkl数（kl（m） 呼んでおり、通常１時間当たりのkl数（kl（m）

／ｈ）で表示されている。）の範囲内で使用する ／ｈ）で表示されている。）の範囲内で使用する

こと こと

（ニ） 常に安定した状態で使用すること （ニ） 常に安定した状態で使用すること

４ 酒類の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の ４ 酒類の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の

取扱い 取扱い

(1)液面計の取扱い (1)液面計の取扱い

省略 同左

(2)流量計の取扱い (2)流量計の取扱い

イ～ハ 省略 イ～ハ 同左

ニ 使用に当たっての留意事項 ニ 使用に当たっての留意事項

（イ） 常に安定した状態で使用する。 （イ） 常に安定した状態で使用する。

（ロ） 流量計ごとに定められている流量（常用流量と （ロ） 流量計ごとに定められている流量（常用流量と

呼んでおり、通常１時間当たりのキロリットル数 呼んでおり、通常１時間当たりのキロリットル数

（kl（m）／ｈ）で表されている。）の範囲内で （kl（m）／ｈ）で表されている。）の範囲内で

使用する。 使用する。

（ハ） 使用中の流量が、常用流量の範囲内であるかど （ハ） 使用中の流量が、常用流量の範囲内であるかど

うかを随時確認する。 うかを随時確認する。

ホ 省略 ホ 同左

５～９ 省略 ５～９ 同左
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